令和6年度社会福祉法人新城福祉会事業報告
令和7年6月
【社会福祉事業】
法人本部拠点区分
■法人本部

レインボーはうす拠点区分
■レインボーはうす（生活介護・就労移行支援・就労定着支援）
■レインボーのお菓子やさん（就労継続支援B型）
■居宅介護事業所レインボーはうす
■新城市障害者相談支援事業所レインボーはうす

サポートホーム拠点区分
■サポートホームしんしろ、サポートホーム第2しんしろ
■短期入所事業所矢部ホーム、短期入所事業所第2矢部ホーム

西部福祉会館拠点区分
■西部福祉会館
（生活介護・地域活動支援センター・ふれあい相談センター・西部福祉会館施設管理事業）


【公益事業】
障害者就業・生活支援センターウィル拠点区分
■障害者就業・生活支援センターウィル（ウィル就業、ウィル生活）

新城市基幹相談支援センター拠点区分
■新城市基幹相談支援センター

新城市生活困窮者等就労準備支援事業拠点区分
■新城市生活困窮者等就労準備支援事業


事業報告の附属明細書










本部・委員会
1. 法人本部（全般）
①新城福祉会第5期中長期計画の到達点を確認した上で、新城福祉会第6期中長期計画を策定した。なお、第6期中長期計画については令和6年度の3月理事会･評議員会で報告済み。
②人材確保を重点課題として位置付け、外国人人材の活用に着手、令和7年度より特定技能1号(インドネシア)の若者2名を採用する準備を進めた。また「助け合い虹ネットバンク」による人材確保も継続しているが、法人内の障害者就業･生活支援センターウィル経由での人材確保の方が優位になっている。なお、人材育成に関しては法人内ジョブローテーションの仕組み（ルール）は作れなかった。
③DX検討委員会の構成員が必要部署からオーダーを受けて個別対応する場面が増えてきたため、委員会として組織的に動くことよりも、個別に動いたことを集約していく組織へ変わりつつある1年だった。
④日中系3事業所の家族会の事務局を担い、ともに学び合う関係づくりとして、令和6年7月の虐待防止、10月の災害対策に関する学習会ではそれぞれ15名の方が参加され、有益な機会となった。
⑤社会福祉連携推進法人立上げの動きは新城市社会福祉法人連絡協議会ではまだないが、新城福祉会第6期中長期計画地域共生の項目には協議検討として継続することとした。
⑥レインボーはうす全ての照明機器をLED化することができた。
⑦レインボーはうす食堂を新城市手をつなぐ育成会の各種行事(クリスマス会、成人の祝い、卒業生を祝う会)やNPO法人笑の介護福祉士実務者養成研修会場として貸し出すことができ、地域の社会資源として活用してもらえた。
2. 法人本部事務（労務･経理）
①顧問の会計事務所(TKC)の定期的なサポートや外部監査により、正確な処理に努めた。
②顧問の社会保険労務士の定期的なサポートを受けながら、労務関係の法令の遵守に努めた。
③福祉・介護職員等処遇改善加算を活用し、職員の賃金改善に努めた。
④本部事務局会議、経営・管理者会議、安全衛生委員会、その他会議に必要に応じて参加し、適切な情報の提供を簡潔にできるように努めた。
3. 安全衛生委員会
①安全衛生管理規程に則り、職員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成
を促進することを目的として、月に1回以上開催した。
②ストレスチェック実施規程に則り、毎年9月15日から9月末日の間に実施した。
③深夜業従事者（夜間支援従事者で週1回、月4回以上の者）に対して年2回の健康診断を実施した。
4．虐待防止委員会
①虐待防止委員会を設置するとともに、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策を検討した。
②虐待相当事案が発生した際には速やかな臨時虐待防止委員会の開催に至らなかったが、虐待防止委員会で情報共有した。
③虐待防止研修を法人職員全体研修に位置付け、年2回研修を実施した。その他、各事業部門にて必要に応じて研修会を開催した。
④虐待防止チェックリストの記入・集計を行った。
⑤年間の活動報告
	月日
	会議・研修
	内容

	5月23日
	第1回虐待防止委員会
	①事業報告・事業計画
②第1回虐待防止・身体拘束等適正化研修について

	7月20日
	第1回虐待防止・身体拘束等適正化研修（ハイブリッド方式）
	①講義「障害者虐待防止法概要説明について」
②グループワーク「自身の支援の振り返り」

	8月7日
	第2回虐待防止委員会
	第2回虐待防止・身体拘束等適正化研修につ
いて

	9月21日
	第2回虐待防止・身体拘束等適正化研修（新城文化会館にて）
	「虐待事案発生の経緯とその後の法人内の取り組みについて」（社会福祉法人愛光園職員様）

	2月6日
	第3回虐待防止委員会
	1 令和6年度事業計画
2 この間に発生した虐待案件
3 虐待防止チェックリストの報告


5．身体拘束等適正化委員会
①身体拘束等適正化委員会を設置するとともに、身体拘束等適正化に向けた検討を行い、身体拘束等の廃止に努めた。
②身体拘束等相当事案の発生が無かったため、臨時身体拘束等適正化委員会の開催に至らなかった。
③虐待防止研修と連携し、年2回の法人職員全体研修を行った。その他、各事業部門にて必要に応じて研修会を開催した。
④虐待防止チェックリストの記入・集計を行った。
⑤年間の活動報告
	月日
	会議・研修
	内容

	5月23日
	第1回身体拘束等適正化委員会
	①事業報告・事業計画
②第1回虐待防止・身体拘束等適正化研修について

	7月20日
	第1回虐待防止・身体拘束等適正化研修（ハイブリッド方式）
	①講義「障害者虐待防止法概要説明について」
②グループワーク「自身の支援の振り返り」

	8月7日
	第2回身体拘束等適正化委員会
	第2回虐待防止・身体拘束等適正化研修につ
いて

	9月21日
	第2回虐待防止・身体拘束等適正化研修（新城文化会館にて）
	「虐待事案発生の経緯とその後の法人内の取り組みについて」（社会福祉法人愛光園職員様）

	2月6日
	第3回身体拘束等適正化委員会
	①令和6年度事業計画
②「障害福祉サービス事業所における身体拘束等の実態調査」について


6．防災委員会
①本年度の重点目標
・自然災害発生時（地震、風水害）の事業継続計画（BCP）の更新は行ったが、非常災害対策計画は更新に至っていない。
・各事業で年間防災訓練計画に従い、訓練毎に実施要綱を作成し、訓練を実施した。
・事業の形態や収容人数、建物の構造など、実態にあった想定のもと訓練を行い、不測の事態に備えた。
・災害時に地域と協力体制を取ることが出来るよう、災害時要援護者名簿の更新に至っていない。
・通所系・居住系の事業所については、新城市が行う防災訓練に参加し、地域との連携体制強化に努めた。居住系については台風の為、訓練中止となった。
・各事業で定めた重点目標が達成できるよう訓練を行い、年度末に達成状況を確認した。
・各事業の訓練実施後の反省等の情報を公開するとしたが、できている事業部門、できていない事業部門がみられた。
・事業継続計画（BCP）で優先事業に位置付けられているグループホーム運営に必要な想定訓練は実施できていない。
・グループホーム設置場所より半径2km圏内在住の職員による伝達訓練を実施した。参加率は98％だったが、グループホームの場所を知らない職員が多かった為、各事業部門でホーム見学を実施することになった。
・ビジエネ連絡網を使用した職員の安否確認伝達訓練を実施した。
・防災委員から2名、福祉に特化した災害派遣福祉チームDWATの研修を受講した。
（基礎研修受講者：2名）（スキルアップ受講者：1名）
②年間スケジュール
・各事業部門は、1年間に6回以上訓練（緊急連絡網の伝達訓練を含め）を実施した。
・訓練の詳細、時期等は各事業の年間防災計画に定めた。
7. 感染症対策委員会
①感染予防に関する決定事項や具体的対策を法人全体に周知・指導した。
②各部門の感染症発生時におけるBCPと感染対策指針を作成し、随時更新した。
③感染症及び食中毒に関するマニュアルを作成・確認し、随時更新した。
④7月にレインボーはうす・サポートホーム第2しんしろにて、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生。感染拡大について振り返りを実施し、今後の感染予防対策や拡大防止について、協議や研修を実施した。
⑤インフルエンザ予防接種と新型コロナワクチン接種の推奨・情報提供と、接種機会の確保を行なった。
⑥感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のため研修・訓練を事業所ごと1年間に各2回以上行った。
⑦3か月毎に1回、定期的に感染症対策委員会を開催した。（4月7月10月2月開催）その他決定が必要な事項について、メール等にて協議を実施した。また、地域の感染症情報について都度情報を発信した。
8. 研修委員会
①業務遂行に必要な知識の向上、技能の習得に努めた。
②創造力と合理的判断力、併せて旺盛な実行力と積極的な指導力を有する職員の養成に努めた。　
③外部研修の報告については「研修効果測定書」を作成し、外部研修履修半年後の効果測定として提出を義務付けた。
④その他研修については各事業部門において、適宜研修会等を開催した。
⑤法人職員全体研修は6回実施した。(「しんしろ福祉フェス」は開催されなかった)。
⑥中級研修は、10月16日の職員全体研修内に向けて「氷山モデル」の作成と、当日発表として行った。
⑦上級研修は実施できなかった。
⑧愛知県社会福祉協議会から「障害者(児)福祉関係職員基礎研修」講師を研修委員会で受託し、3月7日に実施した。委員が各プログラムの講師を務め、委員のスキルアップの場となった。
●キャリア別研修
	研修名
	実施回数等

	法人職員全体研修　
	6回実施(下記参照)

	新人職員研修
	1回(10月)実施・計5名受講

	初級研修
	実施せず

	中級研修
	全6部署で実施

	上級研修
	実施せず


●法人職員全体研修　
	研修日
	研修名
	研修様式・参加職員数

	7月20日
	虐待防止・身体拘束等適正化研修①
	集合＋オンライン形式　　参加職員数59名

	9月21日
	虐待防止・身体拘束等適正化研修②
	集合形式　参加職員数78名

	10月16日
	『私たちの素敵な支援を振り返ろう』
	集合+オンライン形式　参加職員数58名

	11月16日
	『毎日を前向きに！気持ちよく働ける環境づくりのヒント』
	集合形式　参加職員数58名

	12月9日
	市民福祉フォーラム
	集合形式　運営担当：参加職員数72名

	1月13日
	新年の集い
	集合形式　参加職員数59名


9. サービス向上委員会
①福祉サービス等管理責任者会議の下部組織として位置付け、支援サービスの質の向上を目的として、福祉サービス等管理責任者会議と一体的に応じて開催した。
②委員会組織（構成員を含む）については、福祉サービス等管理責任者会議で検討した。
③苦情解決委員会規程に基づく各自事業所の苦情を取り上げ、サービス向上に繋げていくことを継続した。
④福祉サービス等管理責任者会議と一体的に開催、会議内にて支援サービスの質の向上について議論するため、この委員会の設置は今年度も以って終了とする。
10. 広報委員会
①本年度の活動内容
・機関紙（【夏号】7月、【冬号】1月）発行を行った。
・広報（ホームページ、物販他）の活動を検討し、ホームページについては担当者と連携し実施できるよう努めた。物販についての活動はできず、委員会にて明確な活動内容を協議する必要があると感じた。
②年間スケジュール
	月
	内　容

	4月
	第1回 広報委員会（夏号機関紙の検討、スケジュール確認）

	7月
	夏号機関紙発行

	8月
	第2回 広報委員会（夏号機関紙、ホームページに関する協議）

	9月
	第3回 広報委員会（冬号機関紙の検討、スケジュール確認）

	1月
	冬号機関紙発行
第4回 広報委員会（冬号機関紙、ホームページに関する協議）


・上記の他は、開催する必要がなかった。
・機関紙やホームページの検討について、広報委員以外の意見も取り入れることができた。
委員を増員することはなかった。

11. DX（デジタルトランスフォーメーション）検討委員会
①本部事務局会議の諮問機関的位置付けで、業務効率化に向けてITを活用した具体的方策提案を行なうことを目的としたが、必要部署からオーダーを受けて個別対応する場面が多かった。
②DX推進のため、職員向け啓発文書の作成や研修を企画立案できなかった。


2/29

[image: ]
レインボーはうす（生活介護･就労移行＋就労定着）
1. 多機能型事業所全体として
①個別ニーズに即した支援を組み立て、生活介護、就労移行支援、就労定着支援の役割、機能を互いに理解した上で、多機能である強みを生かして自立支援、社会参加の促進に努めた。
②利用者の高齢化、重度化にあわせた作業室の改修、建物の老朽化に伴う各所修繕等に対応すべく、「レインボーはうす改修・修繕検討委員会」を立ち上げた（令和6年度2回開催）。
③自然災害(地震、風水害)、感染症のBCPの運用を開始した。
2. 生活介護事業　定員34名　
理学療法士や栄養士、強度行動障害支援者養成研修修了者等を配置し、個々のニーズに応じ
た支援（給食提供含む）を行うとともに、アート作品を活用した生産活動に注力した。事業
所外における新規生産活動（市民病院清掃作業）を実現したが、継続には至っていない。昼
食工房（配食部門）については、役割を明確化し（公益的な活動）、高齢者配食サービスの取
り組みを開始するとともに、地域のニーズに合わせたキッチンカーの活用を継続して検討・
実施した。
3. 就労移行支援事業　定員6名　　
一般就労に繋がった利用者は3名だった。「働く」に対する様々なニーズがある中、利用者の
自己理解を深められるようなアセスメントを強化し、一般就労だけでなく、他の障害福祉サ
ービス事業所に繋げられるよう努めた。また、訪問型ジョブコーチ（職場適応援助者）によ
る職場適応援助事業の新規支援件数は0件であった（職業センターからの依頼なし）。
4. 就労定着支援事業
就労移行支援等を利用して一般就労した障害者の就労に伴う生活上のニーズに対応できるよ
う、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを継続し、就労移行支援終了後のサ
ポート体制を整えた。


レインボーはうす（生活介護･就労移行＋就労定着）利用実績等報告
【生活介護事業】
定員34名(R7.3末時点：契約者38名）
職員38名(R7.3末時点：管理者1名、サビ管1名、生活支援員26名、看護師2名、
理学療法士1名、調理員3名、栄養士1名、嘱託医1名）
●利用契約及び利用状況（各月末時点）
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	契約者(人)
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	37
	37
	37
	37
	38
	452

	延利用人数（人）
	705
	740
	683
	679
	626
	653
	749
	659
	714
	667
	648
	727
	8,250

	平均利用者(人)
	33.5
	33.6
	34.1
	29.5
	31.3
	32.6
	31.2
	29.9
	32.4
	31.7
	30.8
	31.6
	31.9

	平均利用率(％)
	98
	98
	100
	86
	92
	95
	91
	87
	95
	93
	93
	92
	93


●障害支援区分について（R7.3末時点）　平均障害支援区分5.2（R6年度）
	区分
	区分2
	区分3
	区分4
	区分5
	区分6
	計

	男性
	
	2
	1
	5
	14
	22

	女性
	
	1
	4
	5
	6
	16

	計
	
	3
	5
	10
	20
	38


※重度障害者支援加算対象者25名（R6.3末時点）
【就労移行支援事業】
定員6名(R7.3末時点：契約者5名）
職員5名(R7.3末時点：管理者1名、サビ管1名、生活支援員1名、就労支援員1名、
職業指導員1名）
●利用契約及び利用状況（各月末時点）
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	契約者(人)
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	7
	7
	6
	5
	72

	延利用人数（人）
	61
	98
	93
	105
	79
	80
	103
	85
	93
	97
	80
	89
	1,063

	平均利用者(人)
	2.9
	4.4
	4.6
	4.5
	4.1
	4
	4.4
	4.2
	4.2
	4.6
	4
	4
	4.3

	平均利用率(％)
	48
	73
	76
	75
	68
	66
	73
	70
	70
	76
	66
	66
	71


【就労定着支援事業】
契約者3名(R7.3末時点)　内、知的1名、精神2名　
職員4名(R7.3末時点:管理者1名、サビ管1名、就労定着支援員2名)
●利用契約及び利用状況（各月末時点）
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	契約者
(人)
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	40

	延支援回数
（回）
	4
	4
	7
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	51



[bookmark: _Hlk103083038]【生活介護の利用者の年齢・性別状況について】R7.3末時点
	年齢
	18歳
未満
	18歳～
19歳
	20歳～
29歳
	30歳～
39歳
	40歳～
49歳
	50歳～
59歳
	60歳～
64歳
	65歳～
	合計

	男性
	
	3
	3
	8
	2
	2
	3
	1
	22

	女性
	
	1
	4
	6
	3
	2
	
	
	16

	計
	
	4
	7
	14
	5
	4
	3
	1
	38


★平均年齢37.2歳(男36.4歳、女38.2歳)最年少18歳、最年長70歳
【就労移行の利用者の年齢・性別状況について】R7.3末時点
	年齢
	18歳
未満
	18歳～
19歳
	20歳～
29歳
	30歳～
39歳
	40歳～49歳
	50歳～
59歳
	60歳～
64歳
	65歳～
	合計

	男性
	
	
	2
	1
	1
	
	
	
	4

	女性
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	計
	
	
	3
	1
	1
	
	
	
	5


★平均年齢27.2歳（男30歳、女19歳）最年少19歳、最年長43歳
【令和6年度平均工賃】
	
	生活介護
	就労移行

	令和6年度工賃総支給額
	1,757,248
	

	令和6年度工賃支給延べ人数
	432
	

	平均工賃額
	4,068
	


【レインボーはうす（生活介護＋就労移行）障害種別について・手帳取得状況】
R7.3末時点
	
	身体障害
	知的障害
	精神障害

	
	1級
	2級
	3級
	A
	B
	C
	1級
	2級
	3級
	手帳無

	男性
	5
	
	
	17
	3
	
	
	3
	
	

	女性
	2
	
	1
	14
	2
	
	
	
	
	

	計
	7
	
	1
	31
	5
	
	
	3
	
	


※重複障害の人は複数カウント。
【レインボーはうす（生活介護＋就労移行）成年後見制度等利用状況】R7.3末時点
	
	後見人
	保佐人
	補助人
	日常生活自立支援事業
	合計

	男性
	1
	1
	
	2
	4

	女性
	3
	
	
	
	3


【令和6年度実習生等受入状況】
	所　属
	実習内容

	宝陵高校
	介護実習2名

	豊川特別支援学校高等部
	産業現場等実習2名

	東郷中学校
	職場体験実習1名





[bookmark: _Toc374364130][bookmark: _Toc374368222][bookmark: _Toc374368765]レインボーのお菓子やさん（就労継続支援B型事業）
◆事業所全体として
R6年度目標工賃：37,800円（平均月額）、R6年度工賃実績：38,887円（平均月額）
[bookmark: _Hlk134957465]①施設外就労の業務拡大（新城市民病院の清掃範囲1フロア増）による安定した収入と作業の確保に加えて、イベント販売や他企業とのコラボ商品製造販売等により、目標工賃月額37,800円を超え、工賃実績月額38,887円を達成することが出来た。
②新型コロナ感染症分類移行後も引き続き事業所内での感染対策を徹底し、環境設定等の工夫を行い、安全で安心して作業のできる環境づくりに努めた。
③福祉サービス第三者評価を受審、事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることができた。
④職員のジョブローテーションを引き続き行い、安定した支援体制、業務の遂行に取り組んだ。
[bookmark: _Hlk135064152]⑤地域の中学生職場体験、高校生のインターンシップ、小学生の授業の一環である「お買い物体験」を可能な限り受け入れ、地域での福祉啓発･交流の機会をもつことが出来た。
【菓子製造販売】（利用者数8名　R7.3.31現在）
■令和6年度売上目標：9,300,000円　　■令和6年度売上：8,613,812円
①菓子製造販売を通じ、仕事をする上でのスキルを身につけられるよう環境を整え、レインボーのお菓子やさんマニュアルに基づき運営することが出来た。
②市内を中心にイベント販売に参加し、企業からの特注、予約注文販売を行った。しかし、今年度は、天候不良等でのイベント販売不参加や企業の大口受注減もあり今年度の売上は、目標より減収となった。
③山梨県河口湖にある『旅の駅 kawaguchiko base』で新城茶を使ったクッキーの販売や、『KAYAMAはちみつ』（豊川市の加山興業株式会社）とのコラボ商品の製造、販売を行なうことができた。
④周年祭やクリスマス販売においては、目標売上を達成することが出来た。
⑤ふるさと納税の返礼商品は完成したが、事務手続きや登録に時間を要しているため、ネット販売開始には至っていない。　
[bookmark: _Hlk70687203]【施設外就労】【施設外作業】（利用者数14名　R7.3.31現在）
■令和6年度売上目標：6,280,000円　　■令和6年度売上：8,017,566円
①6月より施設外就労の業務拡大（新城市民病院の清掃範囲1フロア増）。オーエスジー新城工場と同様、作業マニュアル、作業アセスメント表の作成を行い、安定した支援が提供できるように努めた。
[bookmark: _Hlk95824229]②作業量確保の為、引き続き西部福祉会館の清掃、お菓子やさん販売・納品などに参加し、多くの作業に取り組んだ。
③障害者就業･生活支援センターと連携し、市内2企業にて2名の職場体験実習を実施することが出来た。


レインボーのお菓子やさん（就労継続B型事業）利用実績等報告
【レインボーのお菓子やさん事業全体】
定員21名（R7.3末時点：契約者21名）
職員10名（R7.3末時点：管理者･サビ管1名(兼務)、職業指導員3名、
目標工賃達成指導員3名、生活支援員3名）
●利用契約及び利用状況（各月末時点）
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	計

	契約者(人)
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	20
	21
	21
	233

	延利用人数（人）
	384
	398
	371
	408
	343
	373
	425
	408
	373
	389
	411
	434
	4,717

	月平均利用者(人)
	14.7
	15.3
	14.2
	15.6
	15.5
	16.2
	15.7
	15.1
	15.5
	16.9
	17.1
	16.0
	15.5

	平均利用率(％)
	73
	76
	71
	78
	77
	81
	78
	75
	77
	84
	85
	80
	77


●障害支援区分について（R7.3末時点）
	区分
	区分2
	区分3
	区分4
	区分5
	無し
	計

	男性
	0
	1
	3
	1
	3
	8

	女性
	0
	5
	6
	
	2
	13

	計
	0
	6
	9
	1
	5
	21


●イベント売上実績 
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	

	イベント出店回数
	5
	4
	2
	1
	0
	0
	　　　

	売上金額
	170,030
	138,860
	71,270
	29,940
	0
	0
	

	
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	イベント出店回数
	　　　5
	　　　1
	1
	1
	2
	7
	27

	売上金額
	185,340
	40,280
	20,560
	34,920
	91,770
	145,560
	928,530


主要出店先：さくら祭り、軽トラ市
【利用者の年齢・性別状況について】R7.3末時点
	年齢
	18歳
未満
	18歳
～19歳
	20歳
～29歳
	30歳
～39歳
	40歳
～49歳
	50歳
～59歳
	60歳
～64歳
	65歳～
	合計

	男性
	
	0
	4
	2
	1
	2
	0
	2
	11

	女性
	
	0
	3
	5
	2
	0
	0
	0
	10

	計
	
	0
	7
	7
	3
	2
	0
	2
	21


★平均年齢37.7歳(男40.5歳、女35.2歳)、最年少20歳、最年長66歳
【平均工賃】
	令和6年度工賃総支給額（※日中一時支援利用者を含む）
	7,333,040円

	令和6年度工賃支給延べ人数（※日中一時支援利用者を含む）
	243人

	平均工賃額（※日中一時支援利用者を含まない）
	38,887円





【障害種別について・手帳取得状況】R7.3末時点
	
	身体障害
	知的障害
	精神障害

	
	1級
	2級
	3級
	A
	B
	C
	1級
	2級
	3級
	手帳無

	男性
	
	
	
	4
	4
	1
	1
	1
	
	

	女性
	
	
	2
	4
	4
	2
	1
	
	
	

	計
	
	
	2
	8
	8
	3
	2
	1
	
	


【成年後見人等利用状況】R7.3末時点
	
	後見人
	保佐人
	補助人
	日常生活自立支援事業
	合計

	男性
	0
	2
	0
	0
	2

	女性
	0
	1
	0
	0
	1


【令和6年度実習生受入状況】
　・新城有教館高校（インターンシップ）3年生　1名　6/13～12/12（8日間）
　・千郷中学校（職場体験）　　　　　　2年生　1名　9/11～9/13（3日間）
　・新城中学校（職場体験）　　　　　　2年生　1名　8/22～8/23（2日間）
【令和6年度職場体験実習実施状況】
　・バロー新城支店　　　　　　　　　　　　1名　　　1/15～1/17（3日間）
　・セッツカートン株式会社　　　　　　　　1名　　　3/25～3/27（3日間）


居宅介護事業所レインボーはうす
（居宅介護、行動援護、移動支援、福祉有償運送）
【居宅介護事業】
令和6年度延べ時間数　1,408.25時間（cf.令和5年度1,462時間）
【行動援護事業】
令和6年度延べ時間数　1,331時間（cf.令和5年度1,583.5時間）
重度者で回数を多く利用されていた方の入院や他界による利用中止、法令遵守としてグループホーム利用者の通院支援を原則世話人対応とする支援計画の変更による利用減、また主に日中支援型グループホームの新規参入による利用者の入居（転居含む）による支援時間の減少等あり、全体としての支援実績は減となった。一方で、3月よりサテライト第2矢部ホーム入居の単身利用者（強度行動障害のある重度の方）の支援のため、居宅の個人単位利用にてグループホームでの支援を開始した。
【移動支援事業】
令和6年度延べ時間数　1,829.5時間（cf.令和5年度1,608.5時間）
新型コロナウイルス感染症の分類移行に合わせ、行先の緩和等を引き続き行いつつ、感染予防対策は継続して行った。居宅介護等事業同様、利用の減はありつつ、再開含む新規契約者も増え、移動支援の実績数は伸びる結果となった。
【福祉有償運送事業】
平成27年度開始の「新城市障害者福祉有償運送料金助成事業」については、昨年度とほぼ変わらず2～4名の方が助成を受けている。（令和7年3月は2名）かねてより申請者が少ないことから、昨年度新城市福祉課に対し利用者への案内促進についてご相談したが、進展はない状況。
【その他重点目標や事業所状況について】
①令和6年度報酬改定の内容に則したサービス提供や体制整備に努めた。
②居宅介護等計画は相談支援専門員にも共有し、連携を図った。
③新型コロナウイルス感染症等対策について、引き続き公用車の消毒などの感染対策や体調確認を継続し、必要に応じて感染症対策委員会と情報共有を行った。法人内感染症対策BCPの周知と理解の機会を設け、指針に示された研修・訓練を行った。
④質の高い支援および支援体制の整備を目指し、引き続き月2回のヘルパー会議を中心に支援者間での情報共有や支援検討等の機会を設けた。また、専用ソフトの活用により、ケース記録の充実と事業日誌によるタイムリーな引継ぎを行った。職員研修計画を策定、ヘルパー会議の機会を活かし各種研修を行う等スキルアップを図った。外部研修については支援の都合にて不参加となったものもありつつ、強度行動障害支援者フォローアップ研修に1名参加した。
⑤人材の確保として、登録ヘルパーについて、短時間稼働だが2名の増員となった。
⑥虐待防止と身体拘束等適正化への取り組みとして、虐待防止チェックリストを活かし、事業所内での虐待防止に努めた。本人の意思に反する異性介助が行われないよう、意向確認を行った。委員会と連携し、研修を年1回以上実施、事業所内での身体拘束等適正化への取り組みを行うとともに、当事者・家族への十分な説明と記録の徹底を図った。
⑦地域生活支援拠点としての緊急時の受け入れ実績は、令和6年度においては無かった。
⑧「年間防災訓練計画」に沿って災害時の体制整備と意識づけに努めた。また法人内災害対策BCPの周知と理解の機会を設けた。
居宅介護事業所レインボーはうす 利用実績等報告
【概要】（令和7年3月末現在）
契約者数　居宅介護・行動援護：95名　移動支援：120名　→　契約利用者実人数:140名        
（前年度比…居宅・行動：3名減、2名増／移動支援：2名減、4名増）
職員数 8名：管理者1名、サービス提供責任者1名、常勤ヘルパー3名、登録ヘルパー3名（期中2名増）
【契約者年齢層】
	
	～
17歳
	18歳
～
	20歳～
	30歳～
	40歳～
	50歳～
	55歳～
	60歳～
	65歳～
	70歳～
	合計

	男性
	1
	3
	20
	14
	11
	6
	7
	9
	5
	2
	78

	女性
	1
	1
	11
	19
	14
	4
	2
	5
	2
	3
	62

	合計
	2
	4
	31
	33
	25
	10
	9
	14
	7
	5
	140


【居宅・行動援護契約者区分】（児童除く）
	
	区分1
	区分2
	区分3
	区分4
	区分5
	区分6
	合計

	男性
	0
	4
	15
	12
	8
	20
	59

	女性
	0
	2
	8
	7
	11
	6
	34

	合計
	0
	6
	23
	19
	19
	26
	93


[bookmark: _Hlk197014508]【居宅介護事業実績】
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	時間
	120.5
	125.5
	123.0
	117.5
	120.75
	117.5
	113.0
	129.0
	106.5
	112.0
	82.5
	140.5
	1,408.25


【行動援護事業実績】
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	時間
	113.5
	121.0
	115.0
	103.5
	111.0
	117.5
	113.5
	111.5
	110.5
	96.5
	102.0
	115.5
	1,331


【移動支援実績】
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	時間
	142.0
	151.0
	145.0
	155.5
	153.0
	148.0
	162.0
	150.5
	183.5
	131.5
	119.0
	188.5
	1,829.5


【延べ利用人数】
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	居宅介護
	43
	41
	41
	41
	43
	41
	44
	44
	39
	35
	36
	34
	482

	行動援護
	22
	22
	22
	23
	22
	22
	22
	22
	20
	22
	22
	25
	266

	移動支援
	48
	47
	49
	49
	51
	46
	52
	46
	52
	41
	41
	52
	574

	合計
	113
	110
	112
	113
	116
	109
	118
	112
	111
	98
	99
	111
	1,322





新城市障害者相談支援事業所レインボーはうす
◆事業所全体として
令和6年度は報酬改定で示された通り、意思決定支援ガイドラインに沿った障害者・児に対する相談支援業務を行った。また、地域自立支援協議会においては新城市基幹相談支援センターと連携し、また、主任相談支援専門員を中心に積極的に参画した。相談支援部会では事例報告を積極的に行い、6年度より新たに作成した、地域の課題に対する進捗リストをもとに、課題解決に向けた検討も行った。進捗に関わる状況をリストにすることで、地域課題の整理が進んでいる。
7月と10月の重症心身障害児等居場所づくり事業は、昨年度と同様に千郷地区の取り組みである「ちさとプレーパーク」と合同開催し、地域における障害理解促進に努めた。
12月には市内に日中サービス支援型グループホームが開設されたが、その一方、市内で5名の方が利用されていたグループホームが3月末で閉所することとなり、2月3月は入居や退居、ホームの移動に伴う支援等が集中した。そのため、一時混乱した状況となったが、お一人お一人の意向や状況に沿った支援を行い、落ち着いて暮らしていただける環境を整えることができた。
また、令和6年1月（令和5年度下旬）には、計画相談の請求事務に関する誤りが発覚したが、訂正が可能な5年分について、丸1年かけて再請求の手続きを行った。返戻金と再請求額を差し引きし、12,652,948円を返金した形となった。
【事業運営について】
(1)実施体制
管理者1名（常勤、兼務：ウィル管理者）、相談支援専門員5名（常勤4名　非常勤1名）
★資格（社会福祉士3名/介護福祉士2名/精神保健福祉士2名)
(2)事業費　　　　
事業委託費　：15,180,000円（新城市より事業委託）
地域アドバイザー業務委託費：2,112,000円(愛知県障害者相談支援体制整備事業）
重症心身障害児等居場所づくり事業委託費：198,000円
【支援対象者および支援の状況について】
	相談支援を利用している障害者等の人数
	実人数
	身体
障害
	重症
心身障害
	知的
障害
	精神
障害
	発達
障害
	高次脳
機能障害
	その他

	障害者
	267
	45
	4
	154
	62
	15
	1
	6

	障害児
	110
	6
	3
	32
	1
	67
	0
	5

	計
	377
	51
	7
	186
	63
	82
	1
	11



	支援
方法
	訪問
	来所・
相談
	同行
	電話
（FAＸ）
	電子
メール
	個別
支援会議
	関係機関
との調整･連携
	その他
	ピアカウン
セリング
	計

	件数
	1,447
	130
	227
	1,307
	203
	306
	2,801
	63
	
	6,484



	支援
内容
	福祉サービス
の利用援助
	障害や病状
の理解
	健康・
医療
	不安の解消･
情緒安定
	保育･
教育
	家族関係･
人間関係
	家計･
経済
	生活
技術
	就労
	社会参加･
余暇活動
	権利
擁護
	その
他
	計

	件数
	3,713
	156
	343
	87
	80
	52
	43
	121
	43
	32
	26
	492
	5,188




【計画相談・モニタリング等実績表】
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	計

	計画（障害者）
	17
	13
	11
	11
	11
	17
	14
	22
	8
	6
	25
	29
	184

	計画（障害児）
	5
	8
	4
	5
	4
	9
	2
	10
	7
	6
	6
	19
	85

	計
	22
	21
	15
	16
	15
	26
	16
	32
	15
	12
	31
	48
	269

	モニタリング（者）
	66
	77
	65
	68
	70
	72
	59
	61
	71
	67
	67
	68
	811

	モニタリング（児）
	16
	24
	23
	7
	8
	14
	7
	16
	15
	10
	7
	14
	161

	計
	82
	101
	88
	75
	78
	86
	66
	77
	86
	77
	74
	82
	972

	支援会議実人数
	12
	25
	18
	20
	17
	26
	20
	35
	19
	19
	34
	36
	281

	支援会議延回数
	13
	26
	20
	20
	18
	26
	20
	36
	22
	21
	37
	37
	296



【その他の事業】
(1)地域移行支援事業　　　・・・　0名
(2)地域定着支援事業　　　・・・　4名（現在は3名が利用）
(3)自立生活支援事業　　　・・・　4名（現在は3名が利用）
(4)安心生活支援事業　　　・・・　13名／29泊
(5)障害支援区分認定調査　・・・　8名
(6)虐待防止対策（訪問）　・・・　2名／24回訪問




サポートホーム（しんしろ・第2しんしろ）
1.重点目標に対して
①利用者、世話人の高齢化が進む中、持続可能な事業所運営を目指し、適正な職員配置ができるよう、人材確保、人材育成に努めていった。具体的には8月より女性常勤職員の法人内異動により、喫緊の課題であった女性世話人の確保ができた。
②「世話人等確保支援事業」を活用し、事業所見学会を実施した。「世話人業務」を知ってもらう機会と考えていたが、結果的に参加者が1名で終わった。見学会開催に合わせて「世話人の仕事」紹介動画を作成した。
③利用者の「暮らし」に関する調査を実施し、そこから出てくるサテライト型ホームや一人暮らし等の新たな生活に向けた支援を行うという計画に対して、❶市内他法人のホーム閉鎖❷市内他法人の日中サービス支援型ホーム新規開設❸サテライト型ホームの利用希望❹利用者に医療ケアの必要となったことが相まり以下の対応を行なった。
	❶市内他法人のホーム閉鎖
	長篠ホーム利用者3名が平井、万福、第2矢部ホームへ転居。閉鎖するホーム利用者3名を空室となった長篠ホームで受入れ。

	❷市内他法人の日中サービス支援型ホームの新規開設
	平井、万福、第2矢部ホーム利用者3名が新規開設したホームへ転居。

	❸サテライト型ホームの
利用希望
	サテライト平井を開設。
市場台ホーム利用者1名が転居、1部屋空室となる。（12月より市場台ホーム新規入居者が利用開始）

	❹医療ケアの必要な利用者
	矢部ホーム利用者1名が市外のナーシングホームへ転居。
空室に利用者1名受入れ。


　市場台ホームに空室ができたため入居者募集をかけたが、希望者が出てこず、5か月間空室の状態ができてしまった。
④（旧）サテライト平井の期間満了（4月末日）に伴い、入居者の移動を行った。万福ホームへ移動）。それに合わせてサポートホーム第2しんしろの定員変更を行った。
⑤入居者の生活様式の改善、および世話人配置の効率化を考慮し、平井ホームを石田ホーム所在アパート（ノーブル竹下）に移転する計画であったが、入居者のホーム間移動をすることで改善したため、移転はしなかった。
⑥緊急時の受け入れ体制を強化（短期入所事業所の活用含む）するなど、地域生活支援拠点等の面的整備の一翼を担う事業所として体制を整備していった。
⑦地域連携推進会議の開催の準備として、研修に参加するなど情報収集をした。
2. 虐待防止・身体拘束等適正化の取り組み
虐待防止委員会・身体拘束等適正化委員会およびホーム虐待防止係ホーム身体拘束等適正化検討係と連携し、虐待防止チェックリストや虐待防止に関する研修を行い、事業所内での虐待防止・身体拘束適正化に努めた。
[bookmark: _Hlk97038270]3. 苦情解決について
日常的に利用者からの相談を受け付け、苦情等が発生した場合には世話人（登録世話人を含む）、苦情解決担当職員と連携をとり迅速に対応していった。
4. 世話人会、ホーム会について
ホームの運営状況、利用者支援、ホーム内の改善事項等について話し合う場を設けた。世話人の資質向上の為、研修委員会等と連携し、年間研修を組み立て、計画に沿って研修を行った。
5．緊急時・非常災害時の対策
①日頃から利用者の健康状態把握に努め、利用者の容態に急変があった場合は、主治医または協力医療機関にて必要な処置を講じ、速やかに家庭へ連絡するなどの対応をした。
②法人防災委員会およびホーム防災係と連携し、火災、大規模地震などの災害に備え、防災訓練を実施した。
③非常災害時の連携を強化するために、ホーム設置地区の区長、民生委員との情報共有を図っていった。
④年に1回以上、各地区の指定避難場所までへの避難訓練、および夜間帯での避難訓練を実施した。

短期入所事業（矢部ホーム・第2矢部ホーム）
1. 重点目標
①利用者、世話人の高齢化が進む中、持続可能な事業所運営を目指し、適正な職員配置ができるよう、人材確保、人材育成に努めた。
②緊急時の受け入れ体制を強化するなど、地域生活支援拠点等の面的整備の一翼を担う事業所として体制を整備していった。必要に応じて夜間支援時の職員加配を行い、緊急的な対応をした。
③令和6年度報酬改定における食事提供加算の算定基準変更に伴い、ヨシケイ（食材配送サービス）を活用し、利用者の健康面を考慮した食事の提供を行なった。また半年に一回BMIの記録を行なった。
2. 送迎サービスの実施
自力または家族等の送迎が困難な利用者に対して、自宅までの送迎サービスを行う計画では
あったが、今年度は実績なし。
3. スタッフ会について
短期入所事業所の運営状況、利用者支援などについて、改善事項の話し合いや職員間の情報
の共有の場を設けた。また、同建物内で行われているグループホーム事業の職員とも支援体
制の統一を図った。また、職員の資質向上のために研修会を行なった。
4. 緊急時・非常災害時の対策
①利用者の容態に急変があった場合は、協力医療機関（新城市民病院）にて必要な処置を講じ、速やかに家庭へ連絡した。
②火災、大規模地震などの災害に備え、防災訓練を実施した。
③夜間緊急時は、サポートホーム管理者、サービス管理責任者、世話人、夜間対応職員と連携を取り合い対応した。緊急通報装置を活用するには至らなかった。
5. 虐待防止・身体拘束等適正化の取り組み
虐待防止委員会・身体拘束等適正化委員会およびホーム虐待防止係ホーム身体拘束等適正化検討係と連携し、虐待防止チェックリストや虐待防止に関する研修を行い、事業所内での虐待防止・身体拘束適正化に努めた。
6．苦情解決について
日常的に利用者からの相談を受け付け、苦情等が発生した場合には世話人（登録世話人を含む）、苦情解決担当職員と連携をとり迅速に対応した。


サポートホーム・短期入所事業　利用実績等報告
【サポートホーム】
定員38名(R7.3末時点)：入居者38名
職員33名(R7.3末時点)：管理者1名、サビ管2名、世話人30名
（常勤12名･兼務者2名･登録16名）
●利用日数(カッコ内は定員)
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	しんしろ(19)
	538
	530
	503
	540
	520
	518
	535
	515
	556
	542
	494
	566
	6,357

	平井ホーム(4)
	119
	122
	120
	124
	121
	120
	119
	118
	116
	104
	107
	118
	1,408

	石田ホーム(5)
	142
	140
	130
	147
	138
	140
	145
	144
	150
	148
	136
	151
	1,711

	市場台ホーム(4)
	118
	120
	117
	94
	86
	87
	90
	115
	116
	118
	109
	120
	1,290

	矢部ホーム(5)
	129
	148
	136
	144
	144
	141
	150
	122
	143
	141
	114
	149
	1,661

	サテライト平井(1)
	30
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	30

	サテライト平井(1)
	－
	－
	－
	31
	31
	30
	31
	30
	31
	31
	28
	31
	274

	第2しんしろ(19)
	510
	556
	539
	542
	556
	537
	557
	540
	534
	515
	421
	567
	6,374

	万福ホーム(7)
	180
	217
	210
	217
	217
	210
	217
	210
	195
	192
	196
	217
	2,478

	第2矢部ホーム(7)
	210
	215
	209
	201
	215
	190
	216
	210
	215
	209
	192
	209
	2,491

	長篠ホーム(4)
	120
	124
	120
	124
	124
	120
	124
	120
	124
	114
	90
	120
	1,424

	サテライト
第2矢部(1)
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	21
	21


●利用者状況（R7.3末現在）（年齢・性別状況について）
	年令
	～19
	20～
	25～
	30～
	35～
	40～
	45～
	50～
	55～
	60～
	65～
	計

	男性
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	1
	4
	3
	1
	8
	24

	女性
	0
	0
	0
	0
	5
	3
	2
	2
	1
	1
	0
	14

	計
	0
	0
	0
	0
	7
	8
	3
	6
	4
	2
	8
	38


★平均年齢50.4歳(男52.7歳、女45.3歳)、最年少36歳、最年長72歳
（支援区分について）
	区分
	非該当
	区分1
	区分2
	区分3
	区分4
	区分5
	区分6
	計

	男性
	0
	0
	3
	6
	7
	2
	6
	24

	女性
	0
	0
	1
	5
	4
	1
	3
	14

	計
	0
	0
	4
	11
	11
	3
	9
	38


（日中活動について）
	新城福祉会(ﾚｲﾝﾎﾞｰ・菓子・西部福祉・日中一時)
	21

	一般就労（就労継続A型含む）
	4

	他法人福祉サービス事業所・その他
	13

	計
	38


（成年後見人等の利用状況について）
	
	後見人
	保佐人
	補助人
	日常生活自立支援事業
	生活保護

	男性
	5
	4
	0
	4
	1

	女性
	3
	1
	0
	4
	0

	計
	8
	5
	0
	8
	1


【短期入所事業所矢部ホーム･第2矢部ホーム】
（併設型）定員各1名(契約者:矢部16名、第2矢部22名)　　
●利用状況(延べ人数)
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	矢部
	4
	9
	10
	7
	10
	10
	10
	9
	9
	11
	8
	9
	106

	第2矢部
	14
	13
	11
	7
	11
	14
	14
	14
	12
	11
	11
	12
	144




西部福祉会館
【西部福祉会館生活介護事業】（指定障害福祉サービス事業）
[bookmark: _Hlk64287258]令和6年度は利用状況を見極めて定員増を判断する年度としてスタートしたが、利用者4名の他界、長期入院者など利用率の低下が顕著となり、利用率向上（定員の充足）が課題となる一年となった。下半期には臨時でのレスパイト利用日を設け、利用日数の増加にも取り組んだ。
各種活動は、感染対策を継続し、少人数、グループ単位でのレクや外出機会を積極的に取り組んだ。
リハビリテーションサービス提供では、利用者ニーズの状況から週3日体制を継続。理学療法士により利用者個々の体の使い方の特性を把握することができ、その詳細な情報をスタッフ一同がそれぞれの生活場面の動作に取り入れて活用するなど、連携した支援を継続することができた。
医療ケアはじめ重症心身障害者に対する丁寧な医療相談や支援継続のために、保護者との密な連絡、「ほいっぷ」による関係機関とのタイムリーな情報共有、職員間での意見交換と環境改善に取り組んだ。
重点目標に掲げた重度障害の利用者増に対する構造的な環境整備については、1階フロアのパーテーション、機械浴槽更新等を新城市に予算要求するに留まった。その他にも、20年経過の全館エアコン、入口自動ドア、各種厨房機器など優先的に修繕が必要な複数の項目があり、環境改善にまで至らなかった。
支援の統一とグループ支援を効果的に提供するために、朝礼後にグループミーティングを設け、非常勤職員を交え職員間の連携を図った。
[bookmark: _Hlk64287863]腰痛防止等、仕事環境整備の為に、介護機器展示会に今年度も参加し、継続して情報収集にあたった。
【地域活動支援センター事業】（新城市から委託事業）
　利用時間は8：30～16：15迄を継続し、契約者24名、延2,475名の方が利用した（254日営業）。
　入浴目的9名（入浴のみ3名含む）、復職、再就職を目指し生活リズムづくり2名、一般就労の休日等余暇利用2名、など多様な利用で稼働率の高い1年であった。
　令和6年度も就労や福祉的就労事業所に通う方たちにとって、相談支援事業所やウィルと連携を図る事で、就労に向けたアプローチや定着に向けた環境を整えることができた。
【高齢者ふれあい相談支援センター事業】（新城市から委託事業）
　令和6年度より新たに相談員体制をつくり、福祉課と地域包括支援センターの相談窓口として、各種福祉サービスの代行業務を行った。
　対象利用者は新城市内西部地区（千郷中学校校区）の概ね65才以上の高齢者基本台帳数438件(R7.3末)を対象に、地域の民生委員やケアマネージャーと連携し、年間延べ1,980件の訪問や電話等実態把握に努めた。また、地域生活支援事業として民児協や地域協議会等の会議にも定期的に参加し、地域機関との連携を深めることができた。
【西部福祉会館指定管理事業】（新城市と指定管理協定締結）
令和6年度も感染防止対策として、会館の清潔保持、消毒を継続し会館管理に努めた。外部からの会館利用希望は無かった。築20年を超えた施設は、修繕箇所が増加した一年であった。浴室ボイラー故障に始まり、トイレ複数個所、厨房設備複数個所を修繕。次年度以降順次、自動ドア、冷蔵庫等厨房機器、新築時設置のエアコン、特殊浴槽更新等の設備整備の必要性と予算確保を福祉課に要求している。


西部福祉会館 利用実績等報告
【生活介護事業】
定員30名(R7.3末時点、契約者44名）
職員32名(R7.3末時点)
管理者1名、サビ管1名、生活支援員20名（運転手含む）、看護師5名、PT1名、調理員2名、栄養士1名(※医師1名)
●利用契約及び利用状況（各月末時点）
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	計

	営業日数(日)
	21
	22
	20
	23
	19
	20
	23
	21
	22
	21
	20
	22
	254

	契約者(人)
	48
	45
	44
	44
	44
	43
	44
	44
	44
	43
	43
	44
	

	月平均利用者(人)
	30.9
	30.0
	30.3
	28.5
	28.7
	27.8
	27.2
	27.0
	26.5
	27.4
	26.0
	26.6
	28.6

	平均利用率
	103
	100
	101
	95
	96
	93
	91
	90
	88
	91
	87
	89
	93.6

	実利用人数（内市外）
	47
(3)
	44
(3)
	44
(3)
	42
(3)
	43
(3)
	42
(2)
	41
(2)
	41
(3)
	42
(3)
	41(
3)
	41
(3)
	42
(3)
	

	平均区分
	5.19
	5.20
	5.32
	5.20
	5.20
	5.32
	5.20
	5.20
	5.20
	5.21
	5.32
	5.20
	5.20

	延べ利用人数
	649
	660
	606
	656
	545
	556
	626
	568
	582
	575
	520
	585
	7,128


〈送迎・入浴状況〉
	　
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	計

	送迎
延べ人数
	1,048
	1,060
	1,012
	1,090
	920
	939
	1,024
	918
	946
	926
	828
	952
	11,663

	機械浴
延利用人数(人)
	150
	135
	128
	142
	108
	103
	119
	110
	119
	112
	96
	112
	1,434

	一般浴
延利用人数(人)
	180
	193
	175
	175
	150
	158
	165
	142
	154
	147
	124
	133
	1,896


（実入浴利用者数：特殊浴槽13人、一般浴槽18人）
●利用者状況（R7.3月末現在）（年齢・性別状況について）
	年令
	～19
	20～
	25～
	30～
	35～
	40～
	45～
	50～
	55～
	60～
	65～
	計

	男性
	3
	2
	6
	1
	2
	2
	1
	3
	2
	2
	6(4)
	30(4)

	女性
	0
	3
	0
	2
	1
	3
	1
	1
	0
	0
	3(1)
	14(1)

	計
	3
	5
	6
	3
	3
	5
	2
	4
	2
	2
	9(5)
	44(5)


※( )…介護保険併用利用者　　★平均年齢(男43.93歳、女43.07歳)、最年少18歳、最年長75歳
（支援区分について）
	区分
	区分2
	区分3
	区分4
	区分5
	区分6
	計

	男性
	0
	1
	8
	8
	19
	36

	女性
	0
	1
	3
	6
	7
	17

	計
	0
	2
	11
	14
	26
	53


（障害種別について・手帳取得状況）(R7.3月末現在)
	
	身体障害
	知的障害
	精神障害

	
	1級
	医
ケア
	重心
	2級
	3級
	4級
	5級
	A
	B
	C
	行動援護
対象
	1級
	2級
	3級
	手帳無

	男性
	6
	7
	4
	1
	1
	1
	1
	17
	0
	0
	14
	0
	5
	0
	1

	女性
	3
	3
	5
	1
	3
	0
	0
	11
	1
	0
	2
	1
	2
	0
	0

	計
	9
	10
	9
	2
	4
	1
	1
	28
	1
	0
	16
	1
	7
	0
	1


●支援状況（教室活動その他活動状況）
	教室活動名
	活動内容
	回数

	健康体操
	(隔週木PM)　ボールやタオル等を使った体操実施
	23

	健康音楽体操
	(隔週月PM)　音楽に合わせてリトミック体操実施
	24

	音楽療法
	（月に2回PM）合唱や楽器を使った合奏など実施
	19

	ヨガ
	（月に1回PM）　ヨガ体操
	12

	その他…創作活動、周辺歩行、外出レク、外食レク、ボランティアによる活動


【地域活動支援センター事業】
定員10名(R7.3月末時点、契約者24名）、
職員2名(R7.3月末時点：管理者1名、指導員1名）
●利用契約及び利用状況（各月末時点）
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	計

	営業日数(日)
	21
	22
	20
	23
	19
	20
	23
	21
	22
	21
	20
	22
	254

	契約者(人)
	24
	23
	23
	23
	22
	22
	22
	22
	22
	23
	24
	24
	274

	実利用者延べ人数
	195
	200
	200
	232
	189
	195
	218
	201
	207
	206
	213
	219
	2,475

	月平均利用者(人)
	9.3
	9.1
	10
	10.1
	9.9
	9.8
	9.5
	9.6
	9.4
	9.8
	10.7
	10
	9.7

	平均利用率
	93％
	91％
	100％
	101％
	99％
	98％
	95％
	96％
	94％
	98％
	107％
	100％
	97％

	実利用人数(人)
	18
	20
	19
	19
	20
	19
	19
	19
	19
	20
	21
	21
	19.5



	　
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	合計

	送迎
延べ人数
	92
	102
	120
	131
	112
	100
	104
	100
	104
	100
	101
	95
	1,261

	入浴
延べ利用人数(人)
	133
	135
	132
	140
	117
	123
	144
	135
	137
	129
	127
	140
	1,592


●利用者状況（R7.3月末現在）（年齢・性別状況）
	年令
	～19
	20～
	25～
	30～
	35～
	40～
	45～
	50～
	55～
	60～
	65～
	計

	男性
	0
	1
	1
	1
	0
	2
	0
	3
	4
	1
	4
	17

	女性
	0
	0
	1
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	7


★平均年齢 50.5歳(男53.7歳、女43歳)、最年少　24歳、最年長　92歳
（利用希望時間帯及び他機関利用状況）
	時間帯
	利用人数
	送迎
希望
	
	他機関併用状況

	
	
	
	
	単独
	生活介護
	継続A
	継続B
	就労

	8：30～9：00
	1
	0
	
	3
	0
	0
	12
	8

	9：00～11：45
	1
	0
	
	
	
	
	
	

	9：00～14：45
	1
	1
	
	就労移行
	その他
	
	
	

	9：00～15：30
	4
	2
	
	0
	1
	
	
	

	9：00～16：15
	3
	0
	
	
	
	
	
	

	9：30～15：30
	5
	4
	
	

	10：00～15：30
	4
	0
	
	

	11：30～14：00
	1
	0
	
	

	12：00～15：30
	2
	0
	
	

	15：00～16：15
	2
	1
	
	

	計
	24
	8
	
	





障害者就業・生活支援センターウィル 事業報告
◆多様な働き方、多様な支援
　令和6年度は改正障害者雇用促進法により、特定短時間労働（週10～20時間勤務の方も雇用率算定の対象）が認められるようになったが、それにより働き方の幅が広がっているように感じられた。そのような中、重点目標として掲げたことに関しては、以下のような結果となった。
　令和6年度の就職件数は33件、うち週10～20時間勤務は7件だったが、雇用率算定を意識した企業の受け入れが複数あるなど件数は過去よりも増加している。また、障害者職業能力開発校の障害者委託訓練を活用して就職に結びつけたり、勤務曜日外に障害福祉サービスを併用して、体調や生活リズムの維持を図ったりしたなど、重点目標を実践した。
　就労支援における地域のハブ的機能や基幹的役割については、就労移行連絡会を中心に取り組んだが、これまで年2回だった研修の機会を5回に増やし、また、障害当事者や企業にも研修参加いただき、相互理解に努めた。
　数値目標は支援対象者数、職場実習、就職、定着率ともに目標を上回ることができた。
　その他、法人の各求人等に対して3名の方を仲介・支援し、それぞれ戦力としての就労につながったことは、特徴的だったと感じている。
一方、9月～11月の間は生活支援担当者が不在となったが、すぐに後任を配置することができず委託費が減額となった。法人全体としても人材確保は大きな課題だと感じている。
【事業運営について】
（1）実施体制
主任就業支援担当者　　1名　　常勤職員（社会福祉士）
就業支援担当者　　　　1名　　常勤職員（職場適応援助者養成研修修了）
生活支援担当者　　　　1名　　常勤職員　※令和6年9月～11月は欠員状態
（2）事業委託費
雇用安定等事業（愛知労働局）　　　　 　15,379,624円（実績額）
生活支援等事業（愛知県）　　　　　　　　3,534,002円（実績額）
【支援対象者の状況について】
（1）登録状況（障害別、就業状況別）　	                  　　　　　         (人)
	
	身体障害
	知的障害
	精神障害
	その他
	合計

	
	
	(うち重度)
	
	(うち重度)
	
	
	

	在職中
	7
	0
	67
	9
	81
	6
	161

	求職中
	3
	0
	27
	2
	64
	15
	109

	その他
	1
	0
	3
	1
	0
	1
	5

	合計
	11
	0
	97
	12
	145
	22
	275


※その他（障害種別）… 発達障害や精神疾患等の手帳未所持
（2）令和6度中に新規に登録した障害者の数　  39人
（3）上記(2)の新規登録者の利用経路	　　　　　　　　　　　　　　　　　　(人)
	①ハローワーク
	9
	⑤④以外の福祉サービス事業所
	10

	②地域障害者職業センター
	0
	⑥市町村役場等行政機関
	3

	③特別支援学校
	5
	⑦直接利用　（家族を含む）
	4

	④就労移行支援事業所
	1
	⑧上記以外
	7


⑧上記以外の内訳 … 精神科病院、障害者職業能力開発校 等
【支援の実施状況について】
（1）支援対象者に対する相談・支援
①相談・支援件数(内容別)	(件)
	
	身体障害
	知的障害
	精神障害
	その他
	合計

	就職に向けた相談・支援
	22
	113
	291
	27
	453

	職場定着に向けた相談・支援
	11
	172
	249
	11
	443

	日常・社会生活に関するもの
	2
	28
	7
	2
	39

	就業と生活の両方にわたるもの
	6
	90
	128
	32
	256

	合計
	41
	403
	675
	72
	1,191



②職場実習のあっせん状況	(件)
	
	身体障害
	知的障害
	精神障害
	その他
	合計

	職場実習（3日以上3ヵ月以内）
	2
	8
	17
	0
	27



③一般事業所への就職件数　（※1ヵ月以上の雇用）	(件)
	
	身体障害
	知的障害
	精神障害
	その他
	合計

	一般(30時間以上）
	0
	8
	11
	0
	19

	短時間(20～30時間）
	0
	2
	5
	0
	7

	短時間(20時間未満)
	1
	0
	6
	0
	7

	合計
	1
	10
	22
	0
	33



④職場訪問による職場定着支援の実施件数件　 136件

⑤主に在職者を対象とした交流会等開催件数　  23回

　⑥令和5度就職者の1年経過時点の定着率　　 84.0％

（2）事業主に対する相談・支援
①相談・支援を行った事業所数　　　　　　　 74件

　②相談・支援件数　 　　　　　　　　　　　 539件

（3）他支援機関に対する相談・支援等件数　   558件


新城市基幹相談支援センター（東三河北部）
【新城市基幹相談支援センター事業】委託料：10,750,300円（税込）
基幹相談に届けられる相談事案は年々増加傾向にあり、今年度も相談支援事業所と伴走型支援も含め、年間支援数は実人員104人（74人）、延人員770人（313人）、新規55人（44人）である。また、年齢区分については20才未満と40才以上の年齢区分が突出しており、増加傾向である。さらに65歳以上の相談は昨年2件のところ、今年度は52件であり介護保険との協働も増えていることが特徴であった。※（　）は前年度の人数
　基幹相談への相談件数増は、相談支援事業所とも連動しており、相談支援専門員へもその相談件数は増加していることが想像できる。基幹相談に求められる相談体制のバックアップをはじめとした機能強化のためには、基幹相談支援センターの人員増強はじめ機能強化が強く求められる状況となっている。
●年間支援数
	種別
	身体
障害
	知的
障害
	精神
障害
	発達
障害
	重症
心身障害
	難病
	その他
	合計

	実人
	8
	37
	32
	6
	2
	2
	17
	104

	延人
	15
	261
	345
	22
	3
	2
	122
	770

	実人（新規）
	3
	19
	20
	2
	1
	1
	9
	55


●年齢区分（延べ）　　　　　　　　　　　　　　　●サービス等利用計画チェック
	20歳未満
	20～39歳
	40～64歳
	65歳以上

	223
	84
	405
	52


	年間

	312件


●相談内容（延べ）
	障害福祉
サービス事業
	就労
	日常生活
	各種制度
	受療・医療
	苦情
	自殺
	その他

	189
	33
	116
	38
	65
	0
	10
	339


●業務種別
	相談
	個別
支援
	自立支援
協議会
	会議
	連絡・
調整
	情報
共有
	研修
	地域移行・
地域定着支援
	虐待
虐待防止
	社会資源開拓

	246
	113
	230
	70
	212
	368
	10
	3
	2
	0


●協力依頼先
	レインボーはうす
	ウィル
	もくせい
の家
	やまなみ
会
	社協
	その他（※）

	4
	0
	0
	4
	5
	1


●相談者・相談方法種別
	
	本人
	家族
	親戚・
知り合い
	行政
	病院
	学校
	他機関
	企業等
	合計

	来所
	12
	9
	1
	11
	0
	5
	119
	0
	157

	訪問
	68
	5
	2
	115
	7
	7
	91
	1
	296

	同行
	6
	1
	0
	1
	4
	0
	6
	0
	18

	電話
	137
	37
	12
	68
	24
	39
	294
	1
	612

	メール
	10
	3
	2
	59
	0
	0
	127
	0
	201

	オン
ライン
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	3
	0
	6

	個別
支援会議
	0
	0
	0
	8
	2
	3
	19
	1
	33


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合計1,323　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●参加連絡会、会議
・新城市要保護児童対策協議会（4～3月毎月第4火曜日）参加
・5/7…就学に向けての説明会（学校教育課・こども未来課主催）
・5/13…ひきこもり支援に関する連絡会（福祉課）
・5/21…千郷地区民生委員児童委員協議会
・6/8…「みんなのつどい」(南新家族会・やまなみ会共同開催) 
・6/26…就労移行連絡会（ウィル主催）
・7/4…就業・生活支援センター ウィル 地域ネットワーク交流会
・8/5…重層会議（福祉課主催）
・9/20…重層会議（福祉課主催）
・10/26…新城市市民後見人養成講座「知的障がい者の理解」（講師）
・12/10…自殺対策相談窓口ネットワーク会議（保健所主催）
・12/12…新城保健所難病対策地域協議会
・1/24…東三河北部医療圏精神保健福祉推進協議会（保健所主催）
・1/30…令和6年度医療的ケア児関係基幹連絡会議（信愛医療療育センター主催）
・2/14…介護保険分野と障害福祉分野との合同研修開催（事例提供）
・3/12…新城保健所ひきこもり地域関係基幹ネットワーク会議
【東三河北部圏域（設楽町･東栄町･豊根村基幹相談センター事業】
委託料：396,000円（税込）設楽町基幹相談支援センター事業
委託料：396,000円（税込）東栄町基幹相談支援センター事業
委託料：396,000円（税込）豊根村基幹相談支援センター事業

センター長サポートの下相談員1名（非常勤）を配属し、各町村の相談支援体制整備の向上並びに、自立支援協議会運営機能強化及び個別事例検討における助言等を実施することができた。










新城市生活困窮者等就労準備支援事業報告

1. 委託内容
[bookmark: _Hlk65587002]委託業務：新城市より委託された新城市生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱に基づく、
　　　　　生活困窮者等就労準備支援事業の実施。
委 託 料：8,811,000円
職員配置：責任者1名（常勤･兼務）、就労準備支援員1名（常勤･専従）
契約期間：令和6年4月1日から令和7年3月31日
設置場所：レインボーはうす就労支援棟
2. 支援状況
	
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	計

	活動
日数
	生活困窮
	1
	8
	7
	17
	8
	6
	8
	6
	3
	1
	13
	10
	88

	
	生活保護
	6
	9
	5
	4
	9
	9
	18
	12
	25
	30
	23
	16
	166

	利用
者数
	生活困窮
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	2
	

	
	生活保護
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	7
	6
	6
	


3. 業務内容
①日常生活自立支援
昼夜逆転など、社会生活を営む基本的な生活習慣が不十分である者に対し、訪問や来所による相談を行なう中で、生活リズムの確立や必要な医療機関受診など、自らの健康管理や生活管理を行う意識の醸成を行った。
②社会生活自立支援
生活習慣は確立しているものの、社会参加のために支援が必要な者に対し、レインボーはうす始めボランティア活動や地域を知るための外出･地域のイベント参加など、対象者の受け入れやすい方法を共に模索し、ひきこもりの状態にならないよう、また社会的に孤立しないよう社会参加能力を身に付ける支援を行った。
③就労自立支援
就労に向けた実践的支援が必要な者に対し、継続的な就労体験の場を提供するとともに、模擬面接の実施や就職活動に向けた知識･技術の習得など、対象者に適した就労に向けた具体的な準備支援を行った。
④社会資源の把握･連携先の開拓
　本事業の支援に役立つ社会資源を把握し、就労体験やボランティアを受け入れる事業所や
NPO法人等の連絡先を開拓するなど、継続的に支援メニューの多様化を図った。
事業報告の附属明細書
『役員の他の社会福祉法人の理事との重要な兼務の状況』
・特にありません。
（注）長坂宏理事長は社会福祉法人愛光園の理事を兼務しているが、社会福祉法人愛光園の代表権は無い。

法人役員名簿　令和7年3月31日現在
	役職名
	氏名
	職業会社名等
	現就任年月日・任期
	代表権の有無
	他の社会福祉法人の役員

	理事長
	長坂　宏
	社会福祉法人新城福祉会
	令和5年6月24日から令和7年の定時評議員会の終結の時まで同上
	有
	有

	理事
	阿部田 久美子
	新城市手をつなぐ育成会会長
	同上
	無
	無

	理事
	小林 隆幸
	新城市基幹相談支援
センター長
	同上
	無
	無

	理事
	夏目 みゆき
	新城市教育委員会委員
	同上
	無
	無

	理事
	松原 宏昌
	サポートホームしんしろ･
第2しんしろ管理者
	同上
	無
	無

	理事
	村川 賢一
	新城市民生委員･
児童委員協議会会長
	同上
	無
	無

	業務執行
理事
	渡邉 竜夫
	西部福祉会館管理者
	同上
	無
	無

	監事
	大谷 高弘
	税理士
	同上
	無
	無

	監事
	夏目 孝温
	新城市竹広区民生委員･
児童委員
	同上
	無
	無


※令和6年度事業報告の附属明細書として社会福祉法第45条の27第2項並びに社会福祉法施行規則第2条の25第3項に基づき作成したものである。
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運営・全体会議

運営会議

福祉サービス責任者会議

東三河北部障害者

就業・生活支援

センターウィル

研修委員会

新城市障害者

相談支援事業所

レインボーはうす

サービス管理

責任者会議

身体拘束等適正化委員会

サービス向上委員会

評議員会

理事会 第三者委員会

評議員選任解任・委員会

サービス管理

責任者会議

防災委員会

非常勤職員

全体会議

ホーム

スタッフ会

世話人会

運営会議

非常勤職員

運営会議

管理者、サービス管理責任者、事務担当者等で構成。

日中活動を統括し、支援内容、職員育成等について検討協議する。

各事業から選定された委員により構成。必要に応じて開催する。

感染症対策委員会

感染症対応BCP対策本部事務局とレインボーはうす、西部福祉会館の管理者、サポートホーム

サービス管理責任者、看護師等で構成。年3回以上開催する。

サポートホーム第2しんしろ

短期入所事業所矢部ホーム

短期入所事業所第2矢部ホーム

居宅介護事業所

レインボーはうす

基幹相談支援

センター

管理者、サービス提供責任者1名、常勤ヘルパー、登録ヘルパーで構成。月2回を基本として支

援内容と必要な課題を検討、協議をする。

管理者、サービス管理責任者、常勤世話人、登録世話人で構成。月1回を基本として、スキルアップのための研修

機会、情報共有並びに支援に必要な課題等を検討、協議をする(短期入所事業を含む)。

管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員、バックアップ事業所サービス管理責任者等、相談支援専門員で構成。月1

回を基本として支援内容と必要な課題を検討、協議をする(短期入所事業所を含む)。

常勤職員全員で構成。月1回を基本として必要な課題に応じて検討、協議をする。

終礼を職員全体会議の短縮版と位置づけ、日々の支援を検証する。

管理者、サービス管理責任者、正規職員で構成。経営・管理者会議、福祉サービス管理責任者

会議の情報共有、それぞれの事業の管理運営全般について検討、協議する。

本部事務局会議

（月2回第1、第3木曜日）

広報委員会

安全衛生委員会

（月1回第4月曜日）

サービス管理責任者会議

（各事業で開催)

研修委員会

（不定期）

理事長、業務執行理事、内部理事、管理者、本部事務員で構成。経営・管理者会議と同時に開

催。法人全体の安全衛生について検討、協議する。

理事長、業務執行理事、レインボーはうすの管理者、本部事務員で構成。

本部事務員からの会計・労務管理に関する議題、情報共有を行う。

防災委員会

各事業から選定された委員により構成。

法人全体の防災、各事業の防災について、検討、協議する。必要に応じて開催する。

管理者、主任、サービス管理責任者、サービス提供責任者、選定された正規職員で構成。

福祉サービス等全般について検討、協議する。

選定された委員により構成。本部事務局会議の諮問機関として、業務効率化等のため、デジタ

ルトランスフォーメーションを推進する。

ヘルパー会議

（月2回第2、第4木曜日）

ホームスタッフ会

（月1回第4金曜日）

世話人会

（月1回第4火曜日）

全体会議

（各事業で開催）

福祉サービス責任者会議

（月1回第3木曜日）

DX検討委員会

（月1回、不定期）

各事業から選定された委員により構成。機関紙の発行、HPの更新等を行なう。

必要に応じて開催する。

各事業から選定された委員により構成。各規程により年3回以上開催する。

管理者、主任、サービス管理責任者、サービス提供責任者、選定された正規職員で構成。福祉サービス責任者会議

と同時に開催。福祉サービス等全般について検討、協議する。

虐待防止委員会

身体拘束等適正化委員会

サービス向上委員会

（不定期）

運営会議

（各事業で開催）



経営・管理者会議

（月2回第2、第4月曜日）

理事長、業務執行理事、内部理事、管理者、本部事務員で構成。法人経営について検討、協議

する。

ヘルパー会議

全体会議

運営会議

非常勤職員

全体会議

運営会議

レインボー

はうす

新城市生活困窮者等

就労準備支援事業

西部福祉会館

サポートホームしんしろ

非常勤職員

非常勤職員

家族会

後援会にじネットワーク



全体会議 非常勤職員

経営・管理者会議

本部事務局会議

安全衛生委員会

感染症対策委員会

虐待防止委員会

広報委員会

レインボーの

お菓子やさん

サポート

ホーム

DX

検討委員会


